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牧野ケ池緑地竹林整備実施団体募集要領 

 

１ 募集の趣旨 

 牧野ケ池緑地の「竹の小径
こ み ち

」周辺では、２０１９年４月から、県が募集し選

ばれた団体により竹林整備の活動を行っていただいていますが、２０２２年

３月３１日をもって活動期間が満了します。 

気持ちの良い竹林を維持していくためには、引き続き県民の皆さんの御協

力が必要です。そこで、「竹の小径
こ み ち

」周辺及び西口駐車場周辺の森林内の竹林

について、２０２２年度から計画的かつ継続的な整備活動を実施していただ

ける活動団体を募集いたします。 

 

２ 応募できる団体 

  以下のいずれにも該当する団体であれば応募できます。 

 (1) 団体構成員自ら活動を行う５人以上の団体であること。 

※団体の設立目的、趣旨等を明記した規約を有すること。 

 (2) 代表者及び所在地が明らかな団体であること。 

 (3) 暴力団及びその構成団体ではないこと。 

  (4) 応募に係る活動が、次の条件を満たすものであること。 

ア ボランティアで実施されるもの 

イ 営利を目的としないもの 

  ウ 宗教的又は政治的な宣伝意図を有しないもの 

 

３ 活動内容 

 (1) 活動の場所及び期間 

  ア 活動の場所 

    牧野ケ池緑地の「竹の小径
こ み ち

」周辺及び西口駐車場周辺の森林（別図参照） 

  イ 活動の期間 

２０２２年４月１日から２０２５年３月３１日までの３年間 

 (2) 活動要件 

活動に際しては、次の要件を満たしてください。 

  ア 相当の人数が参加すること 

概ね年間延べ１００人以上の参加が見込める活動としてください。 

なお、団体の構成員に限らず不特定多数の県民の方々が参加していた

だいても結構です。 
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イ 継続的に実施されること 

概ね年間６回以上活動してください。 

ウ 計画的に実施されること 

活動の期間において、どのように整備するかの目途を示してください。 

  エ 一定の範囲以上で実施されること 

活動範囲は概ね 0.5ha(5,000 ㎡)以上としてください。 

なお、活動場所は４に記載する協議により定めます。 

  オ 伐採した竹の処理・処分ができること 

主たる処理・処分方法は「園内に野積みする」以外の方法で有効活用し

てください。※費用は活動団体の負担となります。 

 (3) その他 

竹林を活用したイベントや環境学習など、竹林整備に合わせた活動を提

案される場合はその内容を示してください（募集する団体の活動要件では

ありません）。 

 

４ 実施団体の応募から活動開始まで 

 ７の(1)の提案書により応募してください。 

 

 提案書の内容に基づき、応募団体と公園管理者は実施内

容、支援内容等について協議します。 

         

          

 双方合意した場合、実施団体に選定し、合意した実施内容

などについて覚書を結びます。 

 協議及び覚書締結に当たり、必要な書類を提出していただ

くことがあります。 

【覚書締結時期】２０２２年３月中を予定しています。 

         

 ２０２２年４月１日より活動を開始していただきます。 

 

５ 実施団体に対する支援 

  公園管理者は実施団体に対し以下の支援を行います。 

(1) ボランティア保険 

公園管理者でボランティア保険（死亡・傷害限度額 500 万円）をかけま

応 募 

協  議 

覚書締結 

合意・実施

団体に選

定 

活動開始 

応  募 

活動開始 
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す。ただし、保険対象は園内での活動に限られ、事故の内容によっては、

保険の対象にならない場合があります。 

(2) 活動の周知 

    公園管理者のＷｅｂページで活動状況をＰＲするとともに、活動区域や

主体を示した表示板を現地で示しＰＲします。 

(3) 備品などの貸与 

    実施団体の希望により、公園管理者が所有する粉砕機等を無償で貸与し

ます。 

(4) 活動経費の助成 

    活動経費の一部は、「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金交付

要綱」に定める範囲内で助成が受けられます。なお、助成を受ける場合に

は、別途申請が必要となります。 

 

６ 留意事項 

  活動に当たっての留意事項は、実施団体との覚書で示しますが、主な点は以

下のとおりです。  

 (1) 活動に伴う報告書などの提出について 

  ア 年間活動計画書 

実施団体は、活動初年は覚書締結時に、翌年からは活動に入る前に年間

活動計画書を提出してください。 

  イ 年間活動報告書 

実施団体は、年間の活動終了時に年間活動報告書を提出してください。   

(2) 活動中の事故について 

   実施団体は活動中に事故がないよう十分注意をするとともに、万一事故

が生じた場合は実施団体が責任をもって対応してください。なお、事故の内

容によりボランティア保険の対象とならない場合があります。 

 (3) その他 

  ア (1)のほか、公園管理者は実施団体に対し、必要な報告を求めることが

あります。 

  イ 活動に際し、公園管理者は実施団体に対し必要な助言、勧告を行うこと

ができ、実施団体は公園管理者に対し必要な助言を求めることができま

す。 

   ウ 実施団体と公園管理者は協議の上、覚書及び年間活動計画書の変更又

は覚書の解除をすることができます。 
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７ 応募方法等 

 (1) 応募方法 

 別紙提案書に必要事項を記入のうえ応募してください。 

※ 提案書に団体の設立目的、趣旨等を明記した規約を添付してください。 

 (2) 応募先   

愛知県都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課 管理グループ 

送付方法 送 付 先 

郵 送 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目 1番２号 

ファックス ０５２－９５３－５３２９ 

メール 
koen@pref.aichi.lg.jp 

＊メールの題名を「竹林応募」としてください 

(3) 応募期間  

２０２２年２月１５日（火）から２０２２年３月４日（金）まで 

 

８ 問合せ先 

ご不明な点などがある場合には、以下までお問い合わせください。 

内容 担当 電話 

応募全般 

愛知県 都市・交通局 

都市基盤部 公園緑地課 

管理グループ 

（三浦・山本） 

052-954-6525 

（直通） 

あいち森と緑づくり都市

緑化推進事業交付金によ

る助成に関すること 

同課 

企画・都市緑化グループ 

（竹内・今井） 

052-954-6526 

（直通） 

（注）ファックス、メールは７(2)と同じです。 

   


